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大
熊
町
の
復
旧
・
復
興
の
た
め
に
は
、
そ

の
拠
点
と
な
る
大
川
原
地
区
の
空
間
線
量
が

除
線
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
低
減
す
る
か
を
確

認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
12
月
よ
り
国
に
よ
る
先
行
除

染
が
、
大
川
原
南
平
の
一
部
で
始
ま
り
ま
す
。

大
熊
町
内
で
は
、
昨
年
11
月
か
ら
今
年
２

月
に
か
け
て
、
国
に
よ
る
除
染
モ
デ
ル
実
証

事
業
が
役
場
周
辺
、
夫
沢
地
区
で
行
わ
れ
、

平
均
で
約
50
～
80
％
の
空
間
線
量
率
の
低
減

が
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
今
回
の
先
行
除
染
は
、

28
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
対
象
面
積
と
し
、
よ
り
広

範
囲
で
の
除
染
の
効
果
を
見
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

除
染
予
定
地
の
空
間
線
量
は
、
平
成
24
年

６
～
８
月
に
行
っ
た
事
前
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結

果
で
は
、
最
小
で
1.9
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
、

最
大
で
9.7
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
で
し
た
。

(

地
上
１
メ
ー
ト
ル
高
さ
の
空
間
線
量)

除
染
作
業
期
間
と
し
て
は
、
12
月
か
ら
３

月
を
予
定
し
、
草
刈
、
表
土
は
ぎ
の
手
法
に

よ
り
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
除
染
土
壌
等
の

保
管
方
法
に
つ
い
て
は
、
現
地
仮
置
き
場
で

保
管
す
る
計
画
で
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

復
興
事
業
課

雑
草
に
覆
わ
れ
た
除
染
予
定
地
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工事概要

工種 数量 単位 適 用

地区面積 28.0 ha 全外郭面積

宅地 5 軒 エリア内のみ

水田 20.1 ha

畑 0.5 ha

県道 1.1 km 敷地幅=8m

農道 2.0 km 敷地幅=6m

公園 1.0 ha

その他 1.7 ha

仮置き場 1.9 ha

発生土量 10,000 m3 はぎ取り5cmの場合
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国により区域見直しで大熊町では、年間積算線量が20～50ミリシーベルトとなる大川原１区および２区が居

住制限区域、20ミリシーベルト以下となる中屋敷区が避難指示解除準備区域に設定されます。

居住制限区域・避難指示解除準備区域になっても、避難指示は継続していることから、同区域内で宿泊する

ことはできません。

また、町内では犯罪被害を未然に防ぐため、警察などが24時間体制でパトロールにあたりますので、巡回中

の警察官から職務質問や身分証明書の

提示を求められることも予想されます

が、防犯のためですので、ご理解とご

協力をお願いいたします。

なお、避難指示の解除は、線量のみ

ならず、生活に必須なインフラや生活

関連サービスが概ね復旧し、除染作業

が進捗した段階で、町との十分な協議

をしてから国が行います。

立ち入りには通行証が必要になります
今回の区域見直しでは、大川原１・２区および中屋敷区の住民の皆さんには、申請に基づき町から通行証が

発行されます。見直し後も、大川原と中屋敷を含む大熊町内への立ち入りは通行証が必要となりますので、他

の行政区の方の自由な立ち入りはできません。他行政区の方は、これまでどおり一時帰宅および公益目的での

立ち入りとなりますのでご注意ください。

また、大川原１・２区の住民の皆さんも、大川原地区へ立ち入るために帰還困難区域を通過交通する場合は、

指定された経路のみの通行となります。なお、帰還困難区域との境界付近には、防犯の関係上バリケード等が

設置され、開閉式のバリケードの場合は、午前９時から午後３時まで開放されます。

通行用の開閉式バリケー

ドで、午前9時～午後3時

の間、開放されます。

通行止めのバリケード

で開放されません。

【お問い合わせ先】

大熊町役場会津若松出張所

環境対策課

区域見直し後の立入りについて

出入り用

バリケード

固定

バリケード
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大熊町復興対策会議専門部会が発足

大熊町復興対策会議専門部会全体会議が11月14日、会津若松

市の會津稽古堂で開催されました。

会議では、「子育て支援部会」「医療・福祉・介護支援部会」

「産業振興・雇用対策支援部会」「復興拠点づくり部会」の4

部会に所属する合計45人が専門部会委員として委嘱されました。

各部会長に委嘱状を手渡した渡辺町長は「なかなか前に進ま

ないのが現状だが、無駄なことは決してないと信じている。少

しでも前に向かって進んで行くのが大事。つまずいたらまた起

き上がって進んで行く。 これから本当に大変だが、決して諦

めることなく復興に向けて進んで行きたい」とあいさつしまし

た。

委員は、役場職員の他大熊町の各団体の代表者や推薦者から構成され、また、福島大学の協力を得て、各

部会に教授や准教授が所属し議論していきます。

各部会は、11月から2月までの期間に3～5回の会議を開催し、意見集約を行います。そして、今年度は平成

25～27年度の向こう3年間の短期的な課題の解決に焦点をあてて議論していきます。また、この課題について

町のうごき

平野復興大臣が大熊町の現状を視察

平野復興大臣が11月4日、大熊町内の住宅の劣化状況などを

視察しました。

この日は、大川原地区や旭台、オフサイトセンター、大熊

中学校、総合スポーツセンター、県水産種苗研究所などを視

察し、その後、いわき連絡事務所でいわきの仮設住宅に住む

町民と懇談しました。

町内を視察した大臣は、風雨などの影響で劣化した住宅の

現状に「劣化が進む住宅の対策を考えなければならない」と

話しました。

また、懇談会では、町民から「元の生活ができるように尽

力してほしい」「民法では損害賠償請求期間が3年間であるの

で見直してほしい」「まずは町民の生活基盤をしっかりすることが大事」などの意見が出されました。

環境副大臣が中間貯蔵施設について説明

園田環境副大臣ほか環境省の担当者が11月14日、役場会津若

松出張所を訪れ、中間貯蔵施設の候補地選定理由や施設の安全

性、現地調査の概要などを町に説明しました。

説明の中で国は、中間貯蔵開始後30年以内に県外で最終処分

をすること、そのことを法制化することを再度示しました。

渡辺町長は、候補地説明に対し「なぜ大熊町に9カ所もとい

う声がある。町の復興計画もある。町民の心情を考慮した調査

候補地としてほしい」と求めました。

大熊町としては、中間貯蔵施設の必要性を認識しており、今

後、施設候補地および現地調査に関して、国、県と意見を交換

しながら検討していきます。

全体会議であいさつする町長

町民と懇談する平野大臣

町に説明する園田副大臣



平
成
24
年
度
瑞
宝
双
光
章

小
野
田

宗

郎

さ
ん

(

88
歳
・
八
坂)

昭
和
20
年
９
月
30
日
か
ら
昭
和

60
年
３
月
31
日
ま
で
の
39
年
６
月

の
永
き
に
わ
た
り
教
員
と
し
て
児

童
・
生
徒
の
教
育
に
専
念
さ
れ
ま

し
た
。
昭
和
61
年
か
ら
３
期
12
年

に
わ
た
り
町
教
育
長
と
し
て
青
少

年
の
健
全
育
成
、
学
校
教
育
、
社

会
教
育
の
充
実
に
尽
力
さ
れ
、
教

育
行
政
の
振
興
と
町
政
進
展
に
寄

与
さ
れ
ま
し
た
。

安

田

ト

ヨ

さ
ん

(

68
歳
・
西
大
和
久)

平
成
11
年
11
月
１
日
か
ら
平
成

23
年
11
月
19
日
ま
で
の
12
年
の
永

き
に
わ
た
り
大
熊
町
議
会
議
員
と

し
て
活
躍
さ
れ
、
こ
の
間
、
文
教

厚
生
常
任
委
員
長
、
議
会
運
営
委

員
長
を
歴
任
し
、
地
方
自
治
の
確

立
と
町
政
進
展
に
寄
与
さ
れ
ま
し

た
。
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大
熊
町
表
彰
式

特
別
功
労
章

永
年
に
わ
た
る
町
発
展
へ
の
顕
著
な
功
績
や
行
い
に

対
し
表
彰
す
る
大
熊
町
表
彰
式
が
、
11
月
３
日
「
文
化

の
日
」
、
会
津
若
松
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ
ル
で
行
わ
れ
ま

し
た
。

式
で
は
、
渡
辺
町
長
が
特
別
功
労
章
、
功
労
章
の
受

章
者
そ
れ
ぞ
れ
に
表
彰
状
を
手
渡
し
「
お
二
方
の
永
年

の
ご
苦
労
に
対
し
、
心
か
ら
敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ

ま
す
と
と
も
に
、
一
層
の
ご
活
躍
を
期
待
い
た
し
ま
す
」

と
式
辞
を
述
べ
ま
し
た
。

功

労

章

旭日双光章を受章 －川井利治さん(大野)－

平成24年秋の叙勲で旭日双光章を受章した川井利治さ

ん(大野)が11月16日、役場会津若松出張所を訪れ、渡辺

町長と鈴木副町長に受章の喜びを報告しました。

旭日双光章は、長年地方自治に多大なる功績を残され

た方に授与されるものです。

川井さんは、昭和58年から平成23年まで町議会議員と

して在職し、地方自治の確立と町政伸展、福祉の向上に

尽力されました。また、平成７年から平成11年まで町議

会議長の要職に就き、多様化する住民ニーズに対応すべ

く様々な施策の実現のために議員の意見集約に奔走し、

議会の円滑な運営に努めました。

その他にも、数々の要職を歴任しましたが、中でも町商工会長として平成元年から平成21年までの間、商

工業の振興に寄与し、特に平成10年に完成した複合型商工会館建設に尽力し、周辺地域の整備など地域振興

に貢献しました。
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町民のひろば

いわきでふるさとまつりを開催！

「大熊町ふるさとまつりinいわき」が10月28日、い

わき市好間第３仮設住宅で開催されました。

いわき市では、初めての開催となり、県内外から約

800人の町民が、懐かしい顔を求め集まりました。

会場には、なじみのある大熊町の商店が多数出店し

ました。

また、埼玉県三芳町より蒸かしさつまいもが、ざま

災害ボランティアネットワークよりたい焼き、ドラゴ

ンカレーよりキーマカレーとナンが来場者に無料で振

る舞われました。三芳町からは、昨年秋の会津での開

催でもご支援いただいています。

ステージでは、子どもたちに人気の「ゴーバスターズショー」や、「孫」で有名な大泉逸郎さん、「ノラ」

を歌う須賀川市出身の門倉有希さんによる歌謡ショーが行われました。

まつりのトリは、みんなを元気づけようと京都からよさこいで全国的に有名な「関西京都今村組」が努め、

大粒の雨の中、素晴らしいダンスを披露しました。

ざま災害ボランティアネットワーク 三芳町 ドラゴンカレー

門倉有希 大泉逸郎
ふるさと塾
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会津のみなさんに感謝 －佐久間文子さん(錦台)－

11月16日から埼玉県で始まる第29回全日本シニアバドミ

ントン選手権大会60歳以上混合ダブルスに、福島県代表と

して出場する佐久間文子さん(錦台)が10月26日、役場会津

若松出張所町長室を訪れ、渡辺町長に全国大会出場を報告

しました。

佐久間さんは、一昨年の大会ではベスト８まで進みまし

たが、昨年は原発事故による避難のため、約半年間競技を

することができませんでした。しかし、避難生活の中、昨

年夏から競技仲間の紹介で避難先会津若松市の会津シャト

ルクラブの練習に参加し、また、ラケットやシューズなど

は会津若松市バドミントン協会が用意してくれました。

渡辺町長に佐久間さんは「避難先のバドミントン協会の支援でバドミントンを続けられること本当に感謝

しています。悲しいこともあったが、会津の皆さんのおかげで一つのことに集中でき、前向きにやっていけ

ます。年齢に負けず、メダルを目指し頑張ります」と抱負を語りました。

大好きな絵本が届きました －山中玲さん(西大和久)－

11月13日、大熊幼稚園に150冊の絵本が届けられました。

この絵本は、現在埼玉県に避難している山中玲さんと、

山中さんの埼玉県立秩父高校時代の同級生の新井孝彦さん、

田代明さんたちから寄贈されたものです。

山中さんは埼玉県秩父市出身で、震災後は故郷である秩

父市に避難しました。そこで同級会が開かれ、山中さんの

住んでいた大熊町に支援したいという方々から寄付金が集

まり、この寄付金を利用して、幼稚園の希望した絵本「こ

どものとも復刻版」のセットが寄贈されました。

幼稚園では、絵本の貸出し、毎日の読み聞かせやおひさ

まの会の読み聞かせなどを通して、絵本のすきな園児がと

ても多く、この絵本は、1956年の創刊号から150冊が収蔵

されている貴重なもので、園児たちも読み聞かせの時間をとても楽しみにしています。

第24回ふくしま駅伝結果

第24回市町村対抗福島県縦断駅伝競

走大会が11月18日、白河市総合運動公

園陸上競技場から福島県庁までの１６

区間、９６．５ｋｍのコースで行われ、

県内市町村５１チームが健脚を競いま

した。

冷たい雨と風の中、大熊町チームは、

沿道の声援を受け力走しました。

結果は次のとおりです。

総合 ４２位

町の部 ２２位
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東日本大震災の義援金につきましては、国内外の多くの皆さまから暖かいご支援をいただき、心よりお礼申

しあげます。

町では、皆さまからお寄せいただいた義援金につきましては、平成23年3月11日時点で大熊町に居住してい

た方に対して、生活再建の支援金として配分させていただいております。

今回は平成24年4月1日～平成24年9月30日までに義援金をお寄せいただいた方をご紹介させていただきます。

（敬称略・順不同）

【お問い合わせ先】

大熊町役場会津若松出張所 生活支援課

・（カ）チェンジ

・（カ）ニツク

・（カ）ヌード

・（トクヒ）アジアアリ

ガトウシ

・アスナロダイガクケン

シユウ

・安積 一郎

・イシイ カツアキ

・イワセ ヒデオ

・イワブチ ヤスジ

・エヌオンライン

・大熊自治会長 熊崎正一

・大澤 國宏

・大畑 道子

・大森 セツ

・岡崎 正則

・鹿児島まちの駅連絡協

議会 会長 宮路高光

・加藤 淳

・カトウ マサシ

・カネオカ メグミ

・カネダ アイコ

・株式会社 栃雪

・カンノ メグム

・キタノ マサユキ

・協立システム開発（株）

協友会

・ぐれんびあーれ

・志なの屋 藤生 幸夫

・小島 國男

・御殿場市

・サークルカタヒラ

・佐久間 昇

・サトウ ヒロシ

・佐藤 安廣

・三田市立本庄小学校

・塩沢 三男

・シモグチ タケシ

・シモセ ノリコ

・社団法人 埼玉県トラッ

ク協会 青年部会

・シュウ）シンゴンシユウ

・宗教法人 法國寺

会津別院 やすらぎの郷

会津村

・スエナガ サトコ

・スズキ ヒロユキ

・スズキ ユウイチ

・タカイシ ミホ

・竹田病院ゴルフクラブ

・チュウソンジ

・ツーリング参加者一同

・鶴田 小百合

・東亜道路工業株式会社

代表取締役社長 大西義嗣

・東京都立永山高等学校 他

・東京福島県人浜通り会

会長 鈴木 實

・中島 陽子

・ナカタ シヨウイチ

・ナガノケンマツモトア

リガサ

・ナカムラ コウイチ

・日本自治体労働組合総連合

・ノハラ ヒロミ

・ノムラ ケンジ

・浩志会ＯＢ

・復興祈願ツーリング参

加及びパッチ義援金協

力者（ＯＫＡ、ＭＡＲ、

ハズバン、シゲ、町田、

ぷぃ、大久保、ＨＩＲ

Ｏ、ＪＥＳＳＥ、ＳＨ

Ｏ、ミウ、春吉★ハル、

ＭＡＲＰＨＹ）

・復興祈願パッチ義援金

協力者（ＬＥＯＮ、ぜ

んぞう、ＣＨＥＦ、Ｎ

ＡＫＡ、ＮＩＩ、ヨッ

シー、こもも、ピタゴ

ラ、ＡＫＩ、スー、姉

ちゃん、マジマ、カッ

チャン、ミッチー、ミー

シャ）

・フク）コウトウカエデ

ノカイ

・福岡鶴城ライオンズクラブ

・平成22年度料理教室受

講者一同

・ヘキ ミチコ

・ホソイ アキコ

・マツバラ キヨエ

・ミヤザキ ジユン

・ムナカタ フミエ

・ヤマグチ エリ

・ヤマザキ ヤスミチ

・ユ）オフィスパラノイア

・ユ）サラサドツトコム

・ラーメンショップ藪塚店

代表 木村 昌広

・レザークラフト ハツトリ

・ワセダゼミ フカヤコウ

他 匿名希望３件

計７8件

平成24年度上期中に大熊町に義援金をお寄せいただいた方々をお知らせします
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～あしたのために 確かな選択～

１２月１６日（日）は衆議院議員総選挙の投票日です

衆議院議員総選挙が１２月１６日に行われます。

この選挙は、今後の国政を決定する重要な選挙です。候補者の政見をよく見、よく聞き、主権

者としての自覚をもって、悔いのない一票を投じましょう。

◆選挙権のある方

（1）１２月３日現在で３カ月以上本町に引き続き住所を有する方

（2）(１)の要件を満たし、１２月１６日で満２０歳となる方（平成４年１２月１７日までに生

まれた方）

◆投票方法は３通りあります

○当日投票 投票日当日、会津若松出張所かいわき連絡事務所で投票ができます。

○期日前投票 １２月５日から１２月１５日（国民審査は１２月９日から１２月１５日）まで

の間、期日前投票所で投票ができます。

○不在者投票 投票用紙を請求し、避難先市町村の選挙管理委員会で投票します。不在者投票

について詳しく記入したお知らせを、有権者の方に別途送付しておりますので

ご確認ください。

ご不明な点は選挙管理委員会へお問い合わせください。

※自宅での投票はできません。

※このほかに、身体障害者手帳をお持ちの方や要介護状態で一定の要件に該当する方は、「在

宅投票」ができます。在宅投票をするためには、「郵便投票証明書」の交付手続きが必要で

す。要件や手続きの方法等については、選挙管理委員会へお問い合わせください。

大熊町選挙管理委員会 電話０１２０－２６－３８４４

場 所 時 間

会津若松出張所 午前７時～午後７時

いわき連絡事務所 午前７時～午後６時

場 所 時 間

会津若松出張所 午前８時３０分～午後８時

いわき連絡事務所 午前８時３０分～午後７時



大
熊
町
で
は
、
平
成
24
年
度
大
熊

町
職
員(

年
度
中
途
採
用)

採
用
候
補

者
を
募
集
し
ま
す
。

１
．
試
験
職
種
お
よ
び
採
用
予
定
人
員

◇
行

政(

社
会
人
経
験
者)

◇
資
格
免
許
職(

保
健
師)

◇
資
格
免
許
職(

社
会
福
祉
士)

◇
資
格
免
許
職(

介
護
福
祉
士)

◇
資
格
免
許
職(

介
護
支
援
専
門
員)

各
試
験
職
種
と
も
若
干
名

２
．
受
験
資
格

◇
行

政(

社
会
人
経
験
者)

昭
和
38
年
４
月
２
日
か
ら
昭

和
53
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
方
で
、
民
間
企
業
等
に
お

け
る
職
務
経
験
を
５
年
以
上
有

す
る
方

◇
資
格
免
許
職(

保
健
師)

昭
和
29
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
方
で
、
保
健
師
の
免

許
を
有
す
る
方

◇
資
格
免
許
職(

社
会
福
祉
士)

昭
和
29
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
方
で
、
社
会
福
祉
士

の
資
格
を
有
す
る
方

◇
資
格
免
許
職(

介
護
福
祉
士)

昭
和
29
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
方
で
、
介
護
福
祉
士

の
資
格
を
有
す
る
方

◇
資
格
免
許
職(

介
護
支
援
専
門
員)

昭
和
29
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
方
で
、
介
護
支
援
専

門
員
の
資
格
を
有
す
る
方

※

職
務
経
験
期
間
、
資
格
お
よ

び
免
許
は
、
平
成
24
年
４
月
１

日
現
在
に
お
い
て
有
し
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

※

職
務
経
験
年
数
、
資
格
お
よ

び
免
許
の
確
認
の
た
め
、
最
終

合
格
決
定
後
、
資
格
、
免
許
証

の
写
し
お
よ
び
在
職
期
間
証
明

書
等
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ

と
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
前
記
の
受
験
資
格
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

⑴

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

⑵

成
年
被
後
見
人
ま
た
は
被
保
佐
人

⑶

禁
固
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
、
ま
た

は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
る
ま
で
の
者

⑷

本
町
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の

処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か

ら
２
年
を
経
過
し
な
い
者

⑸

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に

お
い
て
、
日
本
国
憲
法
ま
た
は
そ

の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で

破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党

そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
ま
た

は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

３
．
試
験
の
方
法

⑴

試
験

◇
小
論
文
試
験

具
体
的
な
標
題
を
提
示
し
、

１
，
２
０
０
字
程
度
の
記
述
に

よ
る
筆
記
試
験
を
行
い
ま
す
。

◇
面
接
試
験

個
別
面
接
に
よ
る
試
験
を
行

い
ま
す
。

４
．
資
格
調
査

試
験
合
格
者
に
つ
い
て
、
受
験

資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
、
申
込
書

に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
正
し

い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
調
査
し
ま

す
。

５
．
試
験
の
期
日
、
場
所
お
よ
び
発
表

⑴

試
験
期
日

平
成
24
年
12
月
18
日(

火)

◇
受

付

午
前
10
時
～
10
時
20
分

◇
小
論
文
試
験

午
前
10
時
30
分
～
12
時

◇
面
接
試
験

午
後
１
時
～

(

面
接
が
19
日
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。)

◇
試

験

場

会
津
若
松
市
追
手
町
２-

41

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

☎
０
１
２
０-

２
６-

３
８
４
４

◇
発

表

平
成
25
年
１
月
中
旬
、
役
場

掲
示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号

を
掲
示
す
る
ほ
か
合
格
者
に
通

知
し
ま
す
。

６
．
合
格
者
の
採
用

⑴

成
績
順
に
町
長
が
採
用
す
る
者

を
決
定
し
ま
す
。

⑵

初
任
給
は
本
町
の
給
料
表
に
よ

る
が
、
こ
の
ほ
か
通
勤
手
当
、
超

過
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉

手
当
等
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

７
．
受
験
手
続
き
お
よ
び
受
付
期
間

⑴

申
込
用
紙
の
請
求

申
込
用
紙
は
、
大
熊
町
役
場
会

津
若
松
出
張
所
総
務
課
で
交
付
し

ま
す
。
郵
便
に
よ
り
申
込
用
紙
を

請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に

「
年
度
中
途
採
用
試
験
申
込
用
紙

請
求
」
と
朱
書
し
、
１
２
０
円
切

手
を
は
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用

封
筒
（
角
型
２
号
）
を
必
ず
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り

申
込
用
紙
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

使
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

⑵

申
込
の
方
法

①

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
て
、
大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出

張
所
総
務
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
申
込
書
を
郵
送
す
る
場
合
は

８
０
円
切
手
を
は
っ
た
返
信
用
封

筒
を
同
封
し
、
そ
の
表
に
「
年
度

中
途
採
用
試
験
申
込
」
と
朱
書
し
、

必
ず
簡
易
書
留
に
て
送
付
し
て
く

だ
さ
い
。

②

受
験
票
を
受
領
し
た
と
き
は
、

最
近
６
カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
本

人
の
写
真
（
上
半
身
、
脱
帽
、
正

面
向
き
、
縦
６
㎝
×
横
4.5
㎝
）
１

枚
を
写
真
欄
に
は
っ
て
受
験
当
日

に
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

（
受
験
票
が
な
い
場
合
、
ま
た
は

受
験
票
に
写
真
を
は
っ
て
い
な
い

場
合
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。
）

⑶

受
付
期
間

平
成
24
年
11
月
19
日(

月)

か
ら

同
年
12
月
11
日(

火)

ま
で(

午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
の
執

務
時
間
中
に
限
り
ま
す
。)

郵
便
に
よ
る
申
込
書
の
提
出
の

場
合
は
、
同
年
12
月
10
日(

月)

ま

で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受

付
け
ま
す
。

８
．
そ
の
他

⑴

受
験
の
際
は
、
「
Ｈ
Ｂ
」
の
鉛

筆
と
消
し
ゴ
ム
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。
そ
れ
以
外
の
筆
記
用
具
は

使
用
で
き
ま
せ
ん
。

⑵

こ
の
試
験
に
関
し
不
明
な
点
は
、

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所
総

務
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

郵
便
で
問
い
合
わ
せ
る
場
合
は
、

８
０
円
切
手
を
は
っ
た
宛
先
明
記

の
返
信
用
封
筒
を
必
ず
同
封
し
て

く
だ
さ
い
。

⑶

試
験
会
場
は
駐
車
場
が
少
な
い

た
め
、
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

総
務
課

10

平
成
24
年
度
大
熊
町
職
員

(

年
度
中
途
採
用)

採
用
候
補

者
試
験
の
お
知
ら
せ



大
熊
町
に
て
助
成
し
ま
す
接
種
期

間
が
12
月
27
日(

木)

ま
で
と
な
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
接
種
し
て

く
だ
さ
い
。

《
対
象
者
》

◆
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

無
料

・
65
歳
以
上
の
方
の
希
望
者(

対

象
者
に
は
個
別
通
知
し
て
い
ま

す)※
65
歳
に
な
っ
て
か
ら
受
け
て

く
だ
さ
い
。

・
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で
心

臓
や
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
に
重
い

病
気
の
あ
る
方
の
希
望
者
、
ヒ

ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り

免
疫
機
能
に
障
が
い
が
あ
る
方

の
希
望
者(

身
体
障
が
い
者
手

帳
１
級
程
度
の
方
と
な
り
ま
す

の
で
、
該
当
と
思
わ
れ
る
方
は

保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。)

◆
小
児
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

助
成
額
１
回
２
，
０
０
０
円

（
２
，
０
０
０
円
を
超
え
る
分
は

自
己
負
担
）

・
生
後
６
ヵ
月
～
中
学
校
３
年
生

ま
で

（
６
ヵ
月
～
13
歳
未
満
：
２
回

接
種
、
13
歳
以
上
か
ら
中
学
３

年
生
：
１
回
接
種
）

※
い
わ
き
市
内
で
接
種
す
る
場
合
は
、

窓
口
で
既
に
２
，
０
０
０
円
を
差

し
引
い
た
金
額
に
な
る
た
め
、
あ

ら
た
め
て
手
続
き
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

※
詳
し
く
は
10
月
15
日
号
の
保
健
だ

よ
り
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所
内

保
健
セ
ン
タ
ー

～
こ
こ
ろ
の
相
談
日
～

眠
れ
な
い
・
気
持
ち
が
沈
む
・
ア

ル
コ
ー
ル
の
量
が
増
え
た
・
イ
ラ
イ

ラ
す
る
・
も
の
わ
す
れ
し
や
す
い
等

の
不
調
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
お
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
日
時12

月
11
日
（
火
）
予
約
制

◆
内
容

精
神
科
医
と
の
個
別
相
談

（
一
人
あ
た
り
30
分
程
度
）

◆
対
象

本
人
ま
た
は
ご
家
族

◆
場
所

ゆ
っ
く
り
す
っ
ぺ

※
会
津
地
区
以
外
の
方
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

【
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先
】

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所
内

保
健
セ
ン
タ
ー

福
島
県
で
は
「
ふ
く
し
ま
の
子
ど

も
を
守
る
緊
急
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に

基
づ
い
て
、
妊
娠
中
の
方
と
子
ど
も

さ
ん
の
放
射
線
に
対
す
る
不
安
を
軽

減
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
個
人
線
量

計
の
整
備
等
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

大
熊
町
で
も
、
今
年
度
も
県
の
補
助

金
を
活
用
し
、
町
立
学
校
に
通
学
す

る
児
童
・
生
徒
に
対
し
、
ガ
ラ
ス
バ
ッ

ジ
に
よ
る
放
射
線
量
測
定
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。
放
射
線
を
測
定
す
る
機

器
を
お
持
ち
で
な
い
方
で
、
電
子
ポ

ケ
ッ
ト
線
量
計
の
配
付
を
希
望
す
る

妊
婦
さ
ん
、
子
ど
も
さ
ん
の
保
護
者

の
方
は
左
記
に
よ
り
申
し
込
み
し
て

く
だ
さ
い

◆
対
象
者

妊
娠
中
の
方
、
満
18
歳
（
高
校

３
年
生
相
当
）
以
下
の
子
ど
も

◆
申
込
方
法

◇
窓
口
の
場
合

年
末
年
始
を
除
く
平
日
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
申
し
込
み
に
来
ら
れ
る
方
の
住

所
等
が
確
認
で
き
る
書
類
（
運

転
免
許
証
等
）
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

◇
郵
送
の
場
合

「
電
子
式
線
量
計
希
望
申
出

書
」
に
住
所
の
確
認
が
で
き
る

運
転
免
許
証
等
の
写
し
を
添
え

て
、
会
津
若
松
出
張
所
内
保
健

セ
ン
タ
ー
あ
て
に
送
っ
て
く
だ

さ
い
。

※
申
込
多
数
の
場
合
、
線
量
計
送

付
の
手
配
ま
で
に
数
ヶ
月
か
か

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

【
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

《
い
わ
き
地
区
の
方
》

大
熊
町
役
場
い
わ
き
連
絡
事
務
所
内

保
健
セ
ン
タ
ー

《
い
わ
き
地
区
以
外
の
方
》

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所
内

保
健
セ
ン
タ
ー

相
双
保
健
福
祉
事
務
所
で
は
、

「
社
会
的
ひ
き
こ
も
り
」
（
６
か
月

以
上
自
宅
等
に
ひ
き
こ
も
っ
て
い
て
、

学
校
や
仕
事
に
行
か
な
い
状
態
）
の

方
を
抱
え
て
悩
ん
で
お
ら
れ
る
ご
家

族
の
方
を
対
象
に
、
家
族
教
室
を
開

催
し
ま
す
。

家
族
教
室
で
は
、
同
じ
悩
み
を
持

つ
ご
家
族
の
方
同
士
の
交
流
を
図
る

こ
と
に
よ
り
、
こ
う
し
て
悩
ん
で
い

る
の
は
自
分
ひ
と
り
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
り
、
ご
本
人

へ
の
対
応
の
仕
方
を
学
び
、
落
ち
着

い
て
対
応
が
で
き
た
り
等
、
ご
家
族

の
方
が
精
神
的
に
も
安
定
で
き
る
よ

う
に
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ご
家
族

の
方
が
心
身
と
も
に
健
康
に
な
る
と
、

ご
本
人
の
回
復
に
大
き
く
影
響
す
る

と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

参
加
さ
れ
る
場
合
は
、
事
前
に
予
約

を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
日
時
・
内
容

各
日
と
も

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

◇
平
成
24
年
12
月
19
日(

水)

・
ひ
き
こ
も
り
の
理
解
と
対
応

・
グ
ル
ー
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン

◇
平
成
25
年
１
月
16
日(

水)

・
ひ
き
こ
も
り
体
験
談

・
グ
ル
ー
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン

◇
平
成
25
年
２
月
13
日(

水)

・
家
族
の
対
応
～
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
方
法
・
ス
ト
レ
ス
対
処

法
に
つ
い
て
～

・
グ
ル
ー
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン

◆
場
所相

双
保
健
福
祉
事
務
所

１
階

第
４
相
談
室

◆
内
容

講
話
、
家
族
の
交
流
等

◆
対
象
者

「
ひ
き
こ
も
り
」
状
態
の
方
を

抱
え
て
い
る
家
族

☆
相
談
は
無
料
で
す
。

☆
事
前
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

☆
教
室
に
関
す
る
質
問
な
ど
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
お
た
ず
ね

く
だ
さ
い
。

【
申
し
込
み
先
・
問
い
合
わ
せ
先
】

相
双
保
健
福
祉
事
務
所

障
が
い
者
支
援
チ
ー
ム

☎
０
２
４
４(

２
６)

１
１
３
３
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イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

の
接
種
期
間
に
ご
注
意
く
だ

さ
い

ス
ト
レ
ス
か
ら
く
る
不
調
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

妊
娠
中
の
方
、
子
ど
も
さ
ん

へ
の
電
子
ポ
ケ
ッ
ト
線
量
計

の
配
付
に
つ
い
て

ひ
き
こ
も
り
家
族
教
室
の

お
知
ら
せ

県民健康管理調査に関する重要なお知らせ

現在、福島県から皆さんに県民健康管理調査のお知ら

せが送られていますが、町の総合健診で既に「県民健康

管理調査承諾書」を提出された方は、あらためて受診の

必要はありません。

【お問い合わせ先】

大熊町役場会津若松出張所内 保健センター



現
在
、
福
島
県
か
ら
県
外
へ
避
難

さ
れ
て
い
る
方
に
対
し
、
災
害
救
助

法
に
よ
り
応
急
仮
設
住
宅
と
し
て
借

上
げ
住
宅
が
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

県
外
へ
の
避
難
者
が
減
少
傾
向
に
あ

る
た
め
、
県
外
借
上
げ
住
宅
の
新
規

受
付
を
平
成
24
年
12
月
28
日
で
終
了

し
ま
す
。

な
お
、
既
に
県
外
借
上

げ
住
宅
に
避
難
し
て
い
る
方
へ
の
支

援
は
継
続
さ
れ
ま
す
。

◆
新
規
受
付
を
終
了
す
る
借
上
げ
住
宅

民
間
賃
貸
住
宅
の
ほ
か
、
自
治

体
の
公
営
住
宅
、
UR
賃
貸
住
宅
、

雇
用
促
進
住
宅
、
国
家
公
務
員
住

宅
等
も
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

◆
現
在
新
規
受
付
を
実
施
し
て
い
る

自
治
体

岩
手
県
、
秋
田
県
、
山
形
県
、

茨
城
県
、
千
葉
県
、
新
潟
県
、

石
川
県
、
山
梨
県
、
長
野
県
、

愛
知
県
、
三
重
県
、
兵
庫
県
、

鳥
取
県
、
島
根
県
、
広
島
県
、

山
口
県
、
福
岡
県
、
佐
賀
県
、

長
崎
県
、
熊
本
県
、
宮
崎
県
、

鹿
児
島
県
、
沖
縄
県

◆
そ
の
他

県
外
の
避
難
者
が
県
内
へ
帰
還

す
る
場
合
の
応
急
仮
設
住
宅(

借

上
げ
住
宅
含
む)

の
受
付
は
、
当

面
の
間
実
施
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

福
島
県
生
活
環
境
部

避
難
者
支
援
課

☎
０
２
４(

５
２
３)

４
１
５
７

大
熊
町
健
康
増
進
施
設
利
用
券

（
４
０
０
円
）
の
払
戻
に
つ
い
て
、

払
戻
期
限
が
12
月
20
日
と
な
っ
て
お

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
払
戻
に
つ
き
ま
し
て
は
今

回
を
持
っ
て
終
了
と
さ
せ
て
頂
き
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
期
限

平
成
24
年
12
月
20
日
（
木
）
ま
で

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

◆
受
付
先

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

企
画
調
整
課

◆
払
戻
方
法

払
戻
申
請
書
を
送
付
い
た
し
ま

す
の
で
、
企
画
調
整
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

※
お
支
払
い
は
、
口
座
振
込
み
の
み

と
な
り
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

企
画
調
整
課

12

県
外
借
上
げ
住
宅
の
新
規

受
付
終
了
の
お
知
ら
せ

大
熊
町
健
康
増
進
施
設
利
用

券
の
払
戻
に
つ
い
て

住民基本台帳の閲覧状況を公表します

住民基本台帳閲覧制度は、住民基本台帳法により毎年1回以上閲覧状況を公表することが義務付けられてい

ます。これに基づき、平成23年11月1日から平成24年10月31日までの閲覧状況を公表します。

○国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧

○個人又は法人の申出による閲覧

【お問い合わせ先】大熊町役場会津若松出張所 住民課

国または地方公共団

体の機関の名称
請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

自衛隊福島地方協力

本部
自衛官募集に伴う広報 平成23年11月8日

平成6年4月2日から平成7年4月1日生

まれの男女

平成9年4月2日から平成10年4月1日

生まれの男子

福島県 福島県政世論調査 平成24年7月25日 町内全域の満15歳以上の男女10人

閲覧申出者（法人の

場合はその名称およ

び代表者または管理

人）の氏名

利用目的の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

NHK福島放送局

局長 高橋 聡

震災・原発事故に係る

住民アンケート調査
平成24年1月31日 夫沢1区の世帯代表者155人



12
月
の
相
談
日
等
は
次
の
と
お
り

で
す
。

◆
出
張
相
談
会

◇
12
月
５
日(

水)

○
時
間

午
前
９
時
30
分
～
12
時

○
場
所

一
箕
町
長
原
地
区
仮
設
住
宅
集
会
所

○
相
談
内
容

①
求
人
情
報
提
供
、
職
業
相
談

②
職
業
訓
練
情
報
提
供

③
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
リ
ラ
ク
ゼ
ー

シ
ョ
ン
・
お
し
ゃ
べ
り
交
流
会

(

午
前
９
時
30
分
～
10
時
30
分)

◇
12
月
７
日(

金)

○
時
間

午
前
９
時
30
分
～
12
時

○
場
所

大
熊
町
役
場
２
階
会
議
室

○
相
談
内
容

①
求
人
情
報
提
供
、
職
業
相
談

②
職
業
訓
練
情
報
提
供

③
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
リ
ラ
ク
ゼ
ー

シ
ョ
ン
・
お
し
ゃ
べ
り
交
流
会

(

午
前
９
時
30
分
～
10
時
30
分)

◇
12
月
13
日(

木)

○
時
間

午
前
10
時
～
12
時

○
場
所

猪
苗
代
町
役
場
３
階
正
庁
Ａ

○
相
談
内
容

①
求
人
情
報
提
供
、
職
業
相
談

②
職
業
訓
練
情
報
提
供

◇
12
月
20
日(

木)

○
時
間

午
前
９
時
30
分
～
12
時

○
場
所

大
熊
町
役
場
２
階
会
議
室

○
相
談
内
容

①
求
人
情
報
提
供
、
職
業
相
談

②
職
業
訓
練
情
報
提
供

③
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
リ
ラ
ク
ゼ
ー

シ
ョ
ン
・
お
し
ゃ
べ
り
交
流
会

(

午
前
９
時
30
分
～
10
時
30
分)

①
会
津
地
域
以
外
の
求
人
情
報
を
閲

覧
希
望
の
方
は
事
前
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

②
自
由
参
加
で
す
。
詳
し
く
は
、
震

災
特
別
相
談
窓
口
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
震
災
特
別
相
談
窓
口(

西
分
庁
舎)

○
開
所
日
時

毎
週

月
～
金
曜
日

※
祝
日
は
除
く

午
前
９
時
～
12
時

午
後
１
時
～
４
時

○
場
所

西
分
庁
舎

(

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
道
路
向
か
い)

☎
０
２
４
２(

８
５)

８
５
９
５

※
開
庁
時
間
内
に
お
か
け
く
だ
さ
い
。

◆
臨
床
心
理
士
に
よ
る
相
談
日

臨
床
心
理
士
に
よ
る
職
業
相
談
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談
、
健
康
相

談
が
で
き
ま
す
。

○
相
談
日

12
月
５
日(

水)

12
月
19
日(

水)

12
月
26
日(

水)

○
時
間

午
前
９
時
～
12
時

○
場
所

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
西
分
庁
舎

※
予
約
者
優
先
。
お
気
軽
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
会
津
若
松

☎
０
２
４
２(

８
５)

８
５
９
５
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ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
会
津
若
松
か

ら
の
お
知
ら
せ

ぬいぐるみをプレゼントします

この度、齋藤紅美（さいとうくみ）様よりクマのぬいぐるみを５

体頂きました（昨年もいただいております）。2012年の刺繍が入っ

たすてきなぬいぐるみです。今年生まれたお子様に誕生の記念とし

て抽選でプレゼントしたいと思いますのでご応募ください。

なお当選者の発表は商品の発送をもってかえさせて頂きます。

◆応募期間 12月3日(月)～14日(金)

◆応募資格 平成24年1月1日から平成24年12月14日生まれで大熊町

に住民登録している方

【応募・お問い合わせ先】 大熊町役場会津若松出張所 福祉課

賠償・支援相談窓口を開設しています
◆相談日 毎週 火曜日・木曜日 午後1時～4時

◆場 所 大熊町役場会津若松出張所 企画調整課内

◆相談料 無 料

◆協 力 福島県司法書士会会津支部

【お問い合わせ先】

大熊町役場会津若松出張所 企画調整課

～大震災により迷子になってまだ会えずにいる

犬や猫はいませんか？～

東日本大震災犬猫迷子・保護情報掲示板

東北地震犬猫レスキュー.com

「東北地震犬猫レスキュー.com」は、震災では

ぐれた犬猫の迷子探し情報サイトとして、震災直

後からボランティアにより運営されています。

行政・民間によって保護された飼い主不明の犬

猫情報をインターネット上から集めており、保護

地や特徴で誰でも簡単に検索することができます。

インターネットが使えない方のために電話でも

検索を受け付けていますので、飼っていた犬猫が

まだ見つかっていない方は、お気軽にお問い合わ

せください。

TEL:090-6658-6854
URL:http://tohoku-dogcat-rescue.com/
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平成２３年２月以降に亡くなられた方で、ご遺族に掲載にご同意をいただいた方を、死亡月ごとに掲載して

おります。 （数字は年齢）

【お問い合わせ先】大熊町役場会津若松出張所住民課 住民係

平成23年２月
髙崎 市雄 87 大野

坂本 榮 88 新町

泉 一清 88 舘

平成23年３月
稲垣 幸子 90 諏訪

加藤 靖 52 大野

神谷 照重 84 大野

小久保和彦 24 大野

関根 直二 79 大野

栃久保重蔵 84 大野

大井川輝一 70 北向

長田 明 58 北向

齋藤忠治郎 73 北向

石橋 公 84 滑津

藤吉 正三 97 滑津

幾橋 キヨ 87 熊町

太田 清子 91 熊町

末永 時雄 67 熊町

小林 正男 80 緑ヶ丘

山本スサヨ 86 西大和久

大竹 貫一 59 向畑

松本 瑛士 4 大

松本 修平 68 大

平成23年４月
栃澤 英勇 79 湯の神

吉田 定幸 63 諏訪

井戸川セ井 86 大野

蛭田 高夫 70 大野

佐藤 仁 62 原

泉田 國枝 90 南平

金澤 豊吉 103 南台

佐藤 トミ 84 南台

平成23年５月
泉田 大 76 諏訪

笠原 信子 63 北向

杉澤 静 90 熊町

猪狩 豊 87 高平

中野マサ子 90 西大和久

熊 正 87 南台

木幡 勲重 92 南台

平成23年６月
横山 時子 77 湯の神

吉田喜美子 91 諏訪

猪熊ハツエ 97 旭台

吉田 房芳 82 東平

平成23年７月
草野 チヨ 80 秋葉台

鈴木 正志 87 西平

石田 ヨシ 87 南台

平成23年８月
佐藤 きみ 86 旭ヶ丘

吉田 政之 91 清水

武澤 和子 69 錦台

渡部 栄 87 東大和久

川木 富夫 85 西大和久

尾内 ヨシ 79 長者原

平成23年９月
大友 康徳 24 清水

青田 秀夫 85 滑津

平成23年10月
志賀 敏男 93 南平

佐藤 義長 85 古舘

大和田吉夫 93 高平

角田しづゑ 94 西大和久

和田 陽子 55 長者原

平成23年11月
渡邉 マツ 97 南平

斉藤 義雄 68 西平

武澤 則治 40 錦台

吉田ヤイ子 82 旭台

秋本 マン 88 古舘

村田 善亮 70 向畑

志賀 遥美 69 大

佐々木勝男 62 中央台

平成23年12月
渡部 文夫 80 諏訪

吉田 喜久 86 金谷平

猪熊ヨシ子 77 錦台

坂本みつ子 87 新町

大浦 龍一 76 八坂

三浦シゲ子 64 西大和久

菅原 敬孝 89 東平

大森トシ子 89 長者原

平成24年１月
北原惠美子 62 旭台

佐久間國丸 83 東台

佐藤 昭秀 81 南台

平成24年２月
石井 正一 55 清水

東條 義喜 58 旭台

清水 勝正 62 西大和久

平成24年３月
菅 千惠子 63 大野

中川美由紀 53 清水

木幡サタ子 92 久麻川

阿部 公一 59 東大和久

吉田 シマ 91 東大和久

伏見美惠子 83 東平

和田ミヨ子 84 長者原

平成24年４月
佐藤 四郎 88 旭ヶ丘

泉田 恒夫 79 諏訪

武内 タイ 89 諏訪

谷本八重子 86 錦台

平成24年５月
小泉 武夫 79 大野

澤上 敬雄 55 清水

半谷 ユキ 75 清水

永井 文照 63 東大和久

坂本 秀雄 62 向畑

平成24年６月
渡部 敏子 83 諏訪

小泉 アイ 97 大野

渡部トシヨ 90 大野

佐藤 通康 67 新町

木幡 キミ 91 熊町

平成24年７月
関川美代子 85 南平

湯浅 明 84 南平

髙橋 美紀 38 緑ヶ丘

平成24年８月
小林 豊 91 大野

大熊千代吉 93 新町

村上作之亟 85 西大和久

佐藤カツ子 82 南台

平成24年９月
渡部 知子 86 大野

遠藤 冷 77 新町

村上 幸子 68 東大和久

鈴木 ワカ 82 向畑

中田ヨシ子 90 中央台

渡邉 民夫 71 旭台

平成24年10月
下宮 公久 83 大野

金森 守 63 北向

吉田 実 56 新町

三関 京子 86 旭台

渡邉 一男 81 中央台

おくやみ申し上げます
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茨城県に避難の大熊町のみなさんへ
大熊町避難者コミュニティ「積小為大の会」
のご案内
はじめての方もお気軽に参加してください。

また、茨城県以外の隣接県の方も大歓迎です。

12月の定例会は以下の通り開催します。

◆日 時：12月22日(土)

9時00分～12時00分

◆場 所：社団法人茨城県産業会館

◆内 容：茨城弁護士会による財物賠償についての

法律相談。財物賠償については生活再建の

資本となります。皆様の一番の関心事と思

われますので、個別相談会を主に開催しま

す。

◆その他 定例会終了後、有志の方々による忘年会を

予定しています。

【お問い合わせ・連絡先】

野田 朋弘（日立市）℡：090-8423-5608

Email：tomohiro-n@higashi-t.com

町民掲示板
埼玉県『ひまわりの会』

交流を目的としたサロン(茶話会)を開きます。参
加自由です。お友達もお誘いください。
◆日 時 12月12日(水) 午前10時～
◆場 所 やすらぎ会館

（川口市南鳩ヶ谷6-8-16)
◆参加対象

大震災で移られた方、活動に賛同してくれる方
◆内 容

・10:00～ 福島の味をつくろう！
持ち物／エプロン

・12:00～ 食事会
※食事会だけの参加もＯＫ

◆参加費：無料
◆申込み：不要(直接会場にいらしてください)
【お問い合わせ先】

ひまわり 電話 080-4920-4931

県北地方『こらんしょ大熊』
県北地方避難者交流会「こらんしょ大熊」を下記

のとおり開催します。福島市や伊達市等に避難され
ている町民の皆様、ぜひご参加ください。
◆日時

12月15日(土)・1月5日(土)
午前９時～午後１時

◆場所 コラッセふくしま
(福島県福島市三河南町1番20号)

【お問い合わせ】
代表 管野充史 電話 090-7233-1148

町連絡先一覧
大熊町役場 会津若松出張所

〒965-0873

福島県会津若松市追手町2番41号

電話:0120-26-3844 FAX:0242-26-3794

大熊町役場 いわき連絡事務所
〒970-1144

福島県いわき市好間工業団地1番43号

電話:0120-26-5671 FAX:0246-36-5672

大熊町役場 中通り連絡事務所
〒964-0915

福島県二本松市金色421-10

オフィス・ウインドストリーム1F

電話:0120-24-1013 FAX:0243-24-1259

大熊中学校
〒965-0873

福島県会津若松市追手町2番41号

電話:0242-26-4230 FAX:0242-26-4232

大野小学校
〒969-3411

福島県会津若松市河東町大田原字村中186

電話:0242-75-2350 FAX:0242-76-1822

熊町小学校
〒969-3411

福島県会津若松市河東町大田原字村中186

電話:0242-76-1821 FAX:0242-76-1822

大熊幼稚園(年少・年中)
〒969-3471

福島県会津若松市河東町広田字塩新182

電話:0242-75-3150 FAX:0242-76-1718

大熊幼稚園(年長)
〒969-3411

福島県会津若松市河東町大田原字村中152

電話:0242-76-1885 FAX:0242-76-1886

大熊町社会福祉協議会
〒965-0873

福島県会津若松市追手町2番41号(大熊町役場内)

電話:0242-29-5760 FAX:0242-29-5761

大熊町商工会
〒965-0873

福島県会津若松市追手町2番41号(大熊町役場内)

電話:0242-29-5770 FAX:0242-29-5771
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熊町・大野小学校合同学習発表会を開催
熊町・大野小学校合同学習発表会が10月27日、会津若松市の熊町・大野小学校体育館で開催されました。

発表会では、両小学校が協力して学年ごとに群読や歌、ダン

スを披露しました。

各学年とも群読と合わせた趣向を凝らした演目で、１・２年

生は歌やダンス、３年生はコール劇、４年生は二十才の自分た

ちへのメッセージ、５年生はボディーパーカッション、そして

６年生は「走れメロス」で厚い信頼で結ばれた友情について発

表しました。

今年の発表会は、子どもたちの故郷への想い、未来への想い

のたくさん詰まったものでした。

ミニ生活発表会が開催されました -大熊幼稚園-
11月1日と2日、大熊幼稚園にてミニ生活発表会が開催され

ました。

1日に広田園舎で年少・年中組、2日に大田原園舎で年長組

が、日ごろ練習してきた歌や踊り、劇などをおゆうぎ室に集

まった保護者たちに披露しました。

ふるさとの大熊を忘れないようにと大野、熊町２つの園歌

を歌ったり、いつまでもみんな友達だよというメッセージが

込められた劇を披露したりと、園児たちは協力して演し物を

発表することができました。


